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報告第１号 

　　　専決処分事項の承認について 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、吉川市税条例

の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

り報告し、承認を求める。 

　　令和６年５月３１日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

理由 

　地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）が令和６年３月３０日に公布

されたことに伴い、緊急に吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第３８号）を改正する必

要が生じたため、令和６年３月３０日に吉川市税条例の一部を改正する条例を専決処分し

たものである。 
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　　　　　　専　決　処　分　書 

　次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

　　　吉川市税条例の一部を改正する条例（別紙） 

　　令和６年３月３０日 

吉川市長　中原恵人　　　　　　 
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　吉川市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

　　令和６年３月３０日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長 

吉川市条例第１１号 

　　　吉川市税条例の一部を改正する条例 

　吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対応

する同表の改正後の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下「移動

後条項等」という。）が存在する場合には、当該移動項を当該移動後条項等とし、移動項

に対応する移動後条項等が存在しない場合には、当該移動項（以下「削除項」という。）

を削り、移動後条項等に対応する移動項が存在しない場合には、当該移動後条項等（以下

「追加条項等」という。）を加える。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び削除項を除く。以下「改正部

分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示

並びに追加条項等を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正

部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当

該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部

分を加える。 

 

 改正後 改正前

  

　（市民税の減免） 

第５１条　略 

２　前項の規定により市民税の減免を受けようと

する者は、納期限までに次に掲げる事項を記載

した申請書に減免を受けようとする事由を証明

する書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。ただし、市長が、当該者が同項各号のい

ずれかに該当することが明らかであり、かつ、

 

　（市民税の減免） 

第５１条　略 

２　前項の規定によって市民税の減免を受けよう

とする者は、納期限までに次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする事由を証

明する書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 
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 市民税を減免する必要があると認める場合は、

この限りでない。 

　(1)～(3)　略 

３　第１項の規定により市民税の減免を受けた者

は、その事由が消滅した場合には、直ちにその

旨を市長に申告しなければならない。 

 

　（固定資産税の減免） 

第７１条　略 

２　前項の規定により固定資産税の減免を受けよ

うとする者は、納期限までに、次に掲げる事項

を記載した申請書にその減免を受けようとする

事由を証明する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。ただし、市長が、当該者が所

有する固定資産が同項各号のいずれかに該当す

ることが明らかであり、かつ、固定資産税を減

免する必要があると認める場合は、この限りで

ない。 

　(1)～(5)　略 

３　第１項の規定により固定資産税の減免を受け

た者は、その事由が消滅した場合には、直ちに

その旨を市長に申告しなければならない。 

 

 

　（特別土地保有税の減免） 

第１３９条の３　略 

２　前項の規定により特別土地保有税の減免を受

けようとする者は、納期限までに、次に掲げる

事項を記載した申請書に、その減免を受けよう

 

 

　(1)～(3)　略 

３　第１項の規定によって市民税の減免を受けた

者は、その事由が消滅した場合においては、直

ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

 

　（固定資産税の減免） 

第７１条　略 

２　前項の規定によって固定資産税の減免を受け

ようとする者は、納期限までに、次に掲げる事

項を記載した申請書にその減免を受けようとす

る事由を証明する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

 

 

 

 

　(1)～(5)　略 

３　第１項の規定によって固定資産税の減免を受

けた者は、その事由が消滅した場合において

は、直ちにその旨を市長に申告しなければなら

ない。 

 

　（特別土地保有税の減免） 

第１３９条の３　略 

２　前項の規定によって特別土地保有税の減免を

受けようとする者は、納期限までに、次に掲げ

る事項を記載した申請書に、その減免を受けよ
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 とする事由を証明する書類を添付して市長に提

出しなければならない。ただし、市長が、当該

者が所有し、又は取得する土地が同項各号のい

ずれかに該当することが明らかであり、かつ、

特別土地保有税を減免する必要があると認める

場合は、この限りでない。 

　(1)～(3)　略 

３　第１項の規定により特別土地保有税の減免を

受けた者は、その事由が消滅した場合には、直

ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

 

 

　　　附　則 

 

　（個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） 

第５条　略 

２及び３　略 

 

　（令和６年能登半島地震災害に係る雑損控除額

等の特例） 

第５条の２　所得割の納税義務者の選択により、

法附則第４条の４第４項に規定する特例損失金

額（以下この項において「特例損失金額」とい

う。）がある場合には、特例損失金額（同条第

４項に規定する災害関連支出がある場合には、

第３項に規定する申告書の提出の日の前日まで

に支出したものに限る。以下この項及び次項に

おいて「損失対象金額」という。）について、

令和５年において生じた法第３１４条の２第１

うとする事由を証明する書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

 

 

 

 

　(1)～(3)　略 

３　第１項の規定によって特別土地保有税の減免

を受けた者は、その事由が消滅した場合には、

直ちにその旨を市長に申告しなければならな

い。 

 

　　　附　則 

 

　（個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） 

第５条　略 

２及び３　略 
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 項第１号に規定する損失の金額として、この条

例の規定を適用することができる。この場合に

おいて、第３４条の２の規定により控除された

金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和

７年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じ

た年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に

係るこの条例の規定の適用については、当該損

失対象金額が生じた年において生じなかったも

のとみなす。 

２　前項前段の場合において、第３４条の２の規

定により控除された金額に係る損失対象金額の

うちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一

にする令第４８条の６第１項に規定する親族の

有する法附則第４条の４第４項に規定する資産

について受けた損失の金額（以下この項におい

て「親族資産損失額」という。）があるとき

は、当該親族資産損失額は、当該親族の令和７

年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じ

た年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に

係るこの条例の規定の適用については、当該親

族資産損失額が生じた年において生じなかった

ものとみなす。 

３　第１項の規定は、令和６年度分の第３６条の

２第１項又は第４項の規定による申告書（その

提出期限後において市民税の納税通知書が送達

される時までに提出されたもの及びその時まで

に提出された第３６条の３第１項の確定申告書

を含む。）に第１項の規定の適用を受けようと

する旨の記載がある場合（これらの申告書にそ
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 の記載がないことについてやむを得ない理由が

あると市長が認める場合を含む。）に限り、適

用する。 

 

　（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

第６条　平成３０年度から令和９年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第４条の５

第３項の規定に該当する場合における第３４条

の２の規定による控除については、その者の選

択により、同条中「同条第１項」とあるのは

「同条第１項（第２号を除く。）」と、「ま

で」とあるのは「まで並びに法附則第４条の５

第３項の規定により読み替えて適用される法第

３１４条の２第１項（第２号に係る部分に限

る。）」として、同条の規定を適用することが

できる。 

 

　（寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第７条の４　略 

 

　（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控

除） 

第７条の５　令和６年度分の個人の市民税に限

り、法附則第５条の８第４項及び第５項に規定

するところにより控除すべき市民税に係る令和

６年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金

額が１８，０５０，０００円以下である所得割

の納税義務者（次条及び附則第７条の７におい

 

 

 

 

　（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

第６条　平成３０年度から令和９年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第４条の４

第３項の規定に該当する場合における第３４条

の２の規定による控除については、その者の選

択により、同条中「同条第１項」とあるのは

「同条第１項（第２号を除く。）」と、「ま

で」とあるのは「まで並びに法附則第４条の４

第３項の規定により読み替えて適用される法第

３１４条の２第１項（第２号に係る部分に限

る。）」として、同条の規定を適用することが

できる。 

 

　（寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第７条の４　略 
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 て「特別税額控除対象納税義務者」という。）

の第３４条の３、第３４条の６から第３４条の

９まで、附則第５条第２項、附則第７条第１

項、附則第７条の３の２第１項、前条及び附則

第９条の２の規定を適用した場合の所得割の額

から控除する。 

２　前項の規定の適用がある場合における第３４

条の７第２項、第４７条の５第１項及び前条の

規定の適用については、第３４条の７第２項及

び前条中「附則第５条の６第２項」とあるのは

「附則第５条の６第２項及び第５条の８第６

項」と、第４７条の５第１項中「課した」とあ

るのは「附則第７条の５第１項の規定の適用が

ないものとした場合に課すべき」と、「の前々

年中」とあるのは「の同項の規定の適用がない

ものとした場合における前々年中」と、「、

前々年中」とあるのは「、附則第７条の５第１

項の規定の適用がないものとした場合における

前々年中」とする。 

 

　（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に

関する特例） 

第７条の６　令和６年度分の個人の市民税に限

り、個人の市民税の納税通知書に記載すべき各

納期の納付額については、第４１条の規定にか

かわらず、次に定めるところによる。 

　(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控

除前の普通徴収に係る個人の市民税の額（前

条第１項の規定の適用がないものとした場合
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 に算出される普通徴収に係る個人の市民税の

額をいう。）、特別税額控除前の普通徴収に

係る個人の県民税の額（法附則第５条の８第

１項及び第２項の規定の適用がないものとし

た場合に算出される普通徴収に係る個人の県

民税の額をいう。）及び普通徴収に係る森林

環境税の額の合算額（以下この号において

「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住

民税の額」という。）からその者の普通徴収

に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個

人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境

税の額の合算額を控除した額（以下この項に

おいて「普通徴収の個人の住民税に係る特別

税額控除額」という。）がその者の特別税額

控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を

４で除して得た金額（当該金額に１，０００

円未満の端数があるとき、又は当該金額の全

額が１，０００円未満であるときは、その端

数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下

この項において「分割金額」という。）に３

を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前

の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除

した残額に相当する金額（以下この項におい

て「第１期分金額」という。）に満たない場

合には、当該納税通知書に記載すべき各納期

の納付額は、第４０条第１項に規定する第１

期の納期（以下この項、次項及び次条第１項

において「第１期納期」という。）において

はその者の第１期分金額からその者の普通徴
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 収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控

除した額とし、その他のそれぞれの納期にお

いてはその者の分割金額とする。 

　(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の

個人の住民税に係る特別税額控除額がその者

の第１期分金額以上であり、かつ、その者の

第１期分金額とその者の分割金額との合計額

に満たない場合には、当該納税通知書に記載

すべき各納期の納付額は、第１期納期におい

てはないものとし、第４０条第１項に規定す

る第２期の納期（以下この項及び次条第１項

において「第２期納期」という。）において

はその者の第１期分金額とその者の分割金額

との合計額からその者の普通徴収の個人の住

民税に係る特別税額控除額を控除した額と

し、第４０条第１項に規定する第３期の納期

（以下この項において「第３期納期」とい

う。）及び同条第１項に規定する第４期の納

期（以下この項において「第４期納期」とい

う。）においてはその者の分割金額とする。 

　(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の

個人の住民税に係る特別税額控除額がその者

の第１期分金額とその者の分割金額との合計

額以上であり、かつ、その者の第１期分金額

とその者の分割金額に２を乗じて得た金額と

の合計額に満たない場合には、当該納税通知

書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納

期及び第２期納期においてはないものとし、

第３期納期においてはその者の第１期分金額
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 とその者の分割金額に２を乗じて得た金額と

の合計額からその者の普通徴収の個人の住民

税に係る特別税額控除額を控除した額とし、

第４期納期においてはその者の分割金額とす

る。 

　(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の

個人の住民税に係る特別税額控除額がその者

の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗

じて得た金額との合計額以上である場合に

は、当該納税通知書に記載すべき各納期の納

付額は、第１期納期、第２期納期及び第３期

納期においてはないものとし、第４期納期に

おいてはその者の普通徴収に係る個人の市民

税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及

び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額と

する。 

２　令和６年度分の個人の市民税（第１期納期か

ら第４７条第１項の規定により普通徴収の方法

によって徴収されることとなったものを除

く。）を同項の規定により普通徴収の方法によ

って徴収する場合については、前項の規定は、

適用しない。 

 

　（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る

個人の市民税に関する特例） 

第７条の７　令和６年度分の個人の市民税に限

り、第４７条の２第１項の規定により特別徴収

の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所

得に係る個人の市民税（第３項において「年金
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 所得に係る特別徴収の個人の市民税」とい

う。）の額及び同条第２項の規定により普通徴

収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る

所得に係る個人の市民税の額については、次に

定めるところによる。 

　(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控

除前の年金所得に係る個人の市民税の額（附

則第７条の５第１項の規定の適用がないもの

とした場合に算出される第４７条の２第１項

に規定する前年中の公的年金等に係る所得に

係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦

課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この

号及び第５号において同じ。）の合算額（以

下この号及び第５号において「年金所得に係

る所得割額及び均等割額の合算額」とい

う。）をいう。以下この号及び第３項第１号

において同じ。）からその者の年金所得に係

る所得割額及び均等割額の合算額を控除した

額（以下この項及び第３項において「年金所

得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額」という。）がその者の特別税額控除前の

普通徴収に係る個人の市民税の額（特別税額

控除前の年金所得に係る個人の市民税の額か

ら特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市

民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る

個人の市民税の額の２分の１に相当する額を

いう。以下この号において同じ。）を控除し

た額をいう。以下この号において同じ。）を

２で除して得た金額（当該金額に１，０００
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 円未満の端数があるとき、又は当該金額の全

額が１，０００円未満であるときは、その端

数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下

この項において「第２期分金額」という。）

をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る

個人の市民税の額から控除した残額に相当す

る金額（以下この項において「第１期分金

額」という。）に満たない場合には、第１期

納期及び第２期納期に普通徴収の方法によっ

て徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個

人の市民税の額（以下この項において「普通

徴収対象税額」という。）並びに第４７条の

３に規定する特別徴収対象年金給付の支払を

する際、特別徴収の方法によって徴収すべき

公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の

額（以下この項及び第３項において「特別徴

収対象税額」という。）は、第１期納期にお

いてはその者の第１期分金額からその者の年

金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控

除額を控除した残額に相当する税額、第２期

納期においてはその者の第２期分金額に相当

する税額、当該年度の初日の属する年の１０

月１日から１１月３０日までの間においては

その者の特別税額控除前の特別徴収に係る個

人の市民税の額を３で除して得た金額（当該

金額に１００円未満の端数があるとき、又は

当該金額の全額が１００円未満であるとき

は、その端数金額又はその全額を切り捨てた

金額。以下この項において「分割金額」とい
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 う。）に２を乗じて得た金額をその者の特別

税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の

額から控除した残額に相当する金額（以下こ

の項において「１０月分金額」という。）に

相当する税額、同年１２月１日から翌年の３

月３１日までの間においてはその者の分割金

額に相当する税額とする。 

　(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額以上であり、かつ、その

者の第１期分金額とその者の第２期分金額と

の合計額に満たない場合には、普通徴収対象

税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期に

おける税額はないものとし、第２期納期にお

いてはその者の第１期分金額とその者の第２

期分金額との合計額からその者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控

除した残額に相当する税額、当該年度の初日

の属する年の１０月１日から１１月３０日ま

での間においてはその者の１０月分金額に相

当する税額、同年１２月１日から翌年の３月

３１日までの間においてはその者の分割金額

に相当する税額とする。 

　(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額とその者の第２期分金額

との合計額以上であり、かつ、その者の第１

期分金額、その者の第２期分金額及びその者

の１０月分金額の合計額に満たない場合に
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 は、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額

は、第１期納期及び第２期納期における税額

はないものとし、当該年度の初日の属する年

の１０月１日から１１月３０日までの間にお

いてはその者の第１期分金額、その者の第２

期分金額及びその者の１０月分金額の合計額

からその者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額を控除した残額に相当す

る税額、同年１２月１日から翌年の３月３１

日までの間においてはその者の分割金額に相

当する税額とする。 

　(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額、その者の第２期分金額

及びその者の１０月分金額の合計額以上であ

り、かつ、その者の第１期分金額、その者の

第２期分金額、その者の１０月分金額及びそ

の者の分割金額の合計額に満たない場合に

は、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額

は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年

度の初日の属する年の１０月１日から１１月

３０日までの間における税額はないものと

し、同年１２月１日から翌年の１月３１日ま

での間においてはその者の第１期分金額、そ

の者の第２期分金額、その者の１０月分金額

及びその者の分割金額の合計額からその者の

年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額を控除した残額に相当する税額、同年

２月１日から３月３１日までの間においては
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 その者の分割金額に相当する税額とする。 

　(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額、その者の第２期分金

額、その者の１０月分金額及びその者の分割

金額の合計額以上である場合には、普通徴収

対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納

期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属

する年の１０月１日から翌年の１月３１日ま

での間における税額はないものとし、同年２

月１日から３月３１日までの間においてはそ

の者の年金所得に係る所得割額及び均等割額

の合算額に相当する税額とする。 

２　前項の規定の適用がある場合における第４７

条の４の規定の適用については、同条第２項中

「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初

日の属する年の１０月１日から翌年の３月３１

日までの間における当該特別徴収対象年金所得

者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で

除して得た額」とあるのは、「附則第７条の７

第１項各号に規定する特別徴収の方法によって

徴収すべき額」とする。 

３　令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所

得に係る特別徴収の個人の市民税の額（第１項

の規定の適用があるものを除く。）について

は、次に定めるところによる。 

　(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人
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 の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に

係る個人の市民税の額から第４７条の５第１

項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額

を控除した額をいう。以下この号において同

じ。）を３で除して得た金額（当該金額に１

００円未満の端数があるとき、又は当該金額

の全額が１００円未満であるときは、その端

数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下

この項において「分割金額」という。）に２

を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前

の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除

した残額に相当する金額（以下この項におい

て「１０月分金額」という。）に満たない場

合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初

日の属する年の１０月１日から１１月３０日

までの間においてはその者の１０月分金額か

らその者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額を控除した残額に相当する

税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日

までの間においてはその者の分割金額に相当

する税額とする。 

　(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の１０月分金額以上であり、かつ、その

者の１０月分金額とその者の分割金額との合

計額に満たない場合には、特別徴収対象税額

は、当該年度の初日の属する年の１０月１日

から１１月３０日までの間における税額はな

いものとし、同年１２月１日から翌年の１月
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 ３１日までの間においてはその者の１０月分

金額とその者の分割金額との合計額からその

者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額を控除した残額に相当する税額、

同年２月１日から３月３１日までの間におい

てはその者の分割金額に相当する税額とす

る。 

　(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の１０月分金額とその者の分割金額との

合計額以上である場合には、特別徴収対象税

額は、当該年度の初日の属する年の１０月１

日から翌年の１月３１日までの間における税

額はないものとし、同年２月１日から３月３

１日までの間においてはその者の第４７条の

５第２項の規定により読み替えられた第４７

条の２第１項に規定する年金所得に係る特別

徴収税額に相当する税額とする。 

４　前項の規定の適用がある場合における第４７

条の４の規定の適用については、同条第２項中

「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初

日の属する年の１０月１日から翌年の３月３１

日までの間における当該特別徴収対象年金所得

者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で

除して得た額」とあるのは、「附則第７条の７

第３項各号に規定する特別徴収の方法によって

徴収すべき額」とする。 

５　令和６年度分の個人の市民税につき第４７条

の６第１項の規定の適用がある場合について
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 は、前各項の規定は、適用しない。 

 

　（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控

除） 

第７条の８　令和７年度分の個人の市民税に限

り、法附則第５条の１２第３項及び第４項に規

定するところにより控除すべき市民税に係る令

和７年度分特別税額控除額を、同条第３項に規

定する特別税額控除対象納税義務者の第３４条

の３、第３４条の６から第３４条の９まで、附

則第５条第２項、附則第７条第１項、附則第７

条の３の２第１項、附則第７条の４及び附則第

９条の２の規定を適用した場合の所得割の額か

ら控除する。 

 

　（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の

課税の特例） 

第８条　略 

２　前項に規定する各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第６条第５項に規定する場合におい

て、第３６条の２第１項の規定による申告書に

肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２５条第

２項第２号に規定する事業所得の明細に関する

事項の記載があるときは、その者の前年の総所

得金額に係る市民税の所得割の額は、第３３条

から第３４条の３まで、第３４条の６から第３

４条の８まで、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び附

則第７条の４の規定にかかわらず、法附則第６

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の

課税の特例） 

第８条　略 

２　前項に規定する各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第６条第５項に規定する場合におい

て、第３６条の２第１項の規定による申告書に

肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２５条第

２項第２号に規定する事業所得の明細に関する

事項の記載があるときは、その者の前年の総所

得金額に係る市民税の所得割の額は、第３３条

から第３４条の３まで、第３４条の６から第３

４条の８まで、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び前

条の規定にかかわらず、法附則第６条第５項各
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 条第５項各号に掲げる金額の合計額とすること

ができる。 

３　前項の規定の適用がある場合における第３４

条の９第１項、附則第７条の５第１項及び前条

の規定の適用については、第３４条の９第１項

中「前３条」とあるのは「前３条並びに附則第

８条第２項」と、附則第７条の５第１項中「前

条及び」とあるのは「前条、附則第８条第２項

及び」と、前条中「附則第７条の４及び」とあ

るのは「附則第７条の４、次条第２項及び」と

する。 

 

　（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第１０条の２　略 

２～４　略 

５　法附則第１５条第２５項第２号に規定する市

の条例で定める割合は、７分の６とする。 

６　法附則第１５条第２５項第３号に規定する市

の条例で定める割合は、４分の３とする。 

７　法附則第１５条第２５項第４号に規定する市

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

８　略 

 

 

９　法附則第１５条第３２項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

１０　法附則第１５条第３７項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の２とする。 

号に掲げる金額の合計額とすることができる。 

 

３　前項の規定の適用がある場合における第３４

条の９第１項の規定の適用については、同項中

「前３条」とあるのは、「前３条並びに附則第

８条第２項」とする。 

 

 

 

 

 

 

　（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第１０条の２　略 

２～４　略 

 

 

５　法附則第１５条第２５項第２号に規定する市

の条例で定める割合は、４分の３とする。 

６　法附則第１５条第２５項第３号に規定する市

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

７　略 

８　法附則第１５条第３２項に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

９　法附則第１５条第３３項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

１０　法附則第１５条第３８項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の２とする。 
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 １１　法附則第１５条第３８項に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

１２　法附則第１５条第４１項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の１とする。 

１３　法附則第１５条第４２項に規定する市の条

例で定める割合は、４分の３とする。 

１４　略 

１５　略 

 

　（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１０条の３　略 

２　略 

３　市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２

項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住

宅については、前項の申告書の提出がなかった

場合においても、長期優良住宅の普及の促進に

関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条

第４項に規定する管理者等から、法附則第１５

条の７第３項に規定する期間内に施行規則附則

第７条第４項に規定する書類の提出がされ、か

つ、当該区分所有に係る住宅が法附則第１５条

の７第１項又は第２項に規定する要件に該当す

ると認められるときは、前項の規定にかかわら

ず、同条第１項又は第２項の規定を適用するこ

とができる。 

４　略 

５　略 

６　略 

 

 

１１　法附則第１５条第４２項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の１とする。 

１２　法附則第１５条第４３項に規定する市の条

例で定める割合は、４分の３とする。 

１３　略 

１４　略 

 

　（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１０条の３　略 

２　略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３　略 

４　略 

５　略 
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 ７　略 

８　略 

９　法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有

部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第４項に規定する居住安全改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

　(1)～(7)　略 

１０　法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改

修等住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修等

専有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第９項に規定する熱損失

防止改修工事等が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第１０項各号に掲げる書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

　(1)～(6)　略 

１１　法附則第１５条の９の２第１項に規定する

特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の

適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準

適合住宅に係る耐震改修が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第７条第１１項各号に掲げる書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

　(1)～(6)　略 

１２　法附則第１５条の９の２第４項に規定する

６　略 

７　略 

８　法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有

部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第４項に規定する居住安全改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第８項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

　(1)～(7)　略 

９　法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修

等住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修等専

有部分について、これらの規定の適用を受けよ

うとする者は、同条第９項に規定する熱損失防

止改修工事等が完了した日から３月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

　(1)～(6)　略 

１０　法附則第１５条の９の２第１項に規定する

特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の

適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準

適合住宅に係る耐震改修が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第７条第１０項各号に規定する書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

　(1)～(6)　略 

１１　法附則第１５条の９の２第４項に規定する
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 特定熱損失防止改修等住宅又は同条第５項に規

定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分につ

いて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、法附則第１５条の９第９項に規定する熱損

失防止改修工事等が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第７条第１２項各号に掲げる書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

　(1)～(6)　略 

１３　法附則第１５条の９の３第１項に規定する

特定マンションに係る区分所有に係る家屋につ

いて、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該特定マンションに係る同項に規定する

工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

１７項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

　(1)～(5)　略 

１４　法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適

合家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

１８項に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律

（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第

３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第１２条第１９項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添付し

特定熱損失防止改修等住宅又は同条第５項に規

定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分につ

いて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、法附則第１５条の９第９項に規定する熱損

失防止改修工事等が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第７条第１１項各号に掲げる書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

　(1)～(6)　略 

１２　法附則第１５条の９の３第１項に規定する

特定マンションに係る区分所有に係る家屋につ

いて、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該特定マンションに係る同項に規定する

工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

１６項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

　(1)～(5)　略 

１３　法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適

合家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

１７項に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律

（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第

３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第１２条第１９項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添付し
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 て市長に提出しなければならない。 

　(1)～(4)　略 

　(5) 施行規則附則第７条第１８項に規定する補

助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修に要した費用 

　(6) 略 

１５　略 

 

　（土地に対して課する令和６年度から令和８年

度までの各年度分の固定資産税の特例に関する

用語の意義） 

第１１条　次条から附則第１４条までにおいて、

次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に掲げる規定に定めるところによる。 

　(1)～(7)　略 

　(8) 平成５年度適用市街化区域農地　法附則第

１９条の３第４項 

 

　（令和７年度又は令和８年度における土地の価

格の特例） 

第１１条の２　市の区域内の自然的及び社会的条

件からみて類似の利用価値を有すると認められ

る地域において地価が下落し、かつ、市長が土

地の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項

に規定する修正前の価格をいう。）を当該年度

分の固定資産税の課税標準とすることが固定資

産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合

における当該土地に対して課する固定資産税の

課税標準は、第６１条の規定にかかわらず、令

て市長に提出しなければならない。 

　(1)～(4)　略 

　(5) 施行規則附則第７条第１７項に規定する補

助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修に要した費用 

　(6) 略 

１４　略 

 

　（土地に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の固定資産税の特例に関する

用語の意義） 

第１１条　次条から附則第１４条までにおいて、

次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に掲げる規定に定めるところによる。 

　(1)～(7)　略 

　(8) 平成５年度適用市街化区域農地　法附則第

１９条の３第５項 

 

　（令和４年度又は令和５年度における土地の価

格の特例） 

第１１条の２　市の区域内の自然的及び社会的条

件からみて類似の利用価値を有すると認められ

る地域において地価が下落し、かつ、市長が土

地の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項

に規定する修正前の価格をいう。）を当該年度

分の固定資産税の課税標準とすることが固定資

産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合

における当該土地に対して課する固定資産税の

課税標準は、第６１条の規定にかかわらず、令
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 和７年度分又は令和８年度分の固定資産税に限

り、当該土地の修正価格（法附則第１７条の２

第１項に規定する修正価格をいう。）で土地課

税台帳等に登録されたものとする。 

２　法附則第１７条の２第２項に規定する令和７

年度適用土地又は令和７年度類似適用土地であ

って、令和８年度分の固定資産税について前項

の規定の適用を受けないこととなるものに対し

て課する同年度分の固定資産税の課税標準は、

第６１条の規定にかかわらず、修正された価格

（法附則第１７条の２第２項に規定する修正さ

れた価格をいう。）で土地課税台帳等に登録さ

れたものとする。 

 

　（宅地等に対して課する令和６年度から令和８

年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１２条　宅地等に係る令和６年度から令和８年

度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該

宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度

分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３の２の規定の適用

を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条

に定める率を乗じて得た額。以下この条におい

て同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を加

算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資産

税について第３４９条の３又は附則第１５条か

和４年度分又は令和５年度分の固定資産税に限

り、当該土地の修正価格（法附則第１７条の２

第１項に規定する修正価格をいう。）で土地課

税台帳等に登録されたものとする。 

２　法附則第１７条の２第２項に規定する令和４

年度適用土地又は令和４年度類似適用土地であ

って、令和５年度分の固定資産税について前項

の規定の適用を受けないこととなるものに対し

て課する同年度分の固定資産税の課税標準は、

第６１条の規定にかかわらず、修正された価格

（法附則第１７条の２第２項に規定する修正さ

れた価格をいう。）で土地課税台帳等に登録さ

れたものとする。 

 

　（宅地等に対して課する令和３年度から令和５

年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１２条　宅地等に係る令和３年度から令和５年

度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該

宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度

分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３の２の規定の適用

を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条

に定める率を乗じて得た額。以下この条におい

て同じ。）に１００分の５（商業地等に係る令

和４年度分の固定資産税にあっては、１００分

の２．５）を乗じて得た額を加算した額（令和
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 ら第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額（以下「宅地等

調整固定資産税額」という。）を超える場合に

は、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

 

 

 

 

２　前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令

和６年度から令和８年度までの各年度分の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に１０分の

６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３又は附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税

額を超える場合には、同項の規定にかかわら

ず、当該固定資産税額とする。 

３　第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令

和６年度から令和８年度までの各年度分の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定

３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の

固定資産税の課税標準額）（当該宅地等が当該

年度分の固定資産税について第３４９条の３又

は附則第１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「宅地等調整固定資産税額」とい

う。）を超える場合には、当該宅地等調整固定

資産税額とする。 

２　前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令

和４年度分及び令和５年度分の宅地等調整固定

資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、

当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格に１０分の６を乗じて

得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３又は附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける商

業地等であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額を超える

場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定

資産税額とする。 

３　第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令

和４年度分及び令和５年度分の宅地等調整固定

資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、

当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課
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 資産税の課税標準となるべき価格に１０分の２

を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額に満た

ない場合には、同項の規定にかかわらず、当該

固定資産税額とする。 

４　商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．６以上０．７以下のものに係る令

和６年度から令和８年度までの各年度分の固定

資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当

該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前

年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地

等が当該年度分の固定資産税について法第３４

９条の３又は附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「商業地等据置固定資産税額」とい

う。）とする。 

５　商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．７を超えるものに係る令和６年度

から令和８年度までの各年度分の固定資産税の

額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地

税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて得

た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等

であるときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額に満たない場合に

は、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税

額とする。 

４　商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．６以上０．７以下のものに係る令

和３年度から令和５年度までの各年度分の固定

資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当

該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前

年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地

等が当該年度分の固定資産税について法第３４

９条の３又は附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「商業地等据置固定資産税額」とい

う。）とする。 

５　商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．７を超えるものに係る令和３年度

から令和５年度までの各年度分の固定資産税の

額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地
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 等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格に１０分の７を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額（以下「商業地等調

整固定資産税額」という。）とする。 

 

第１２条の２　地方税法等の一部を改正する法律

（令和６年法律第４号）附則第２１条第１項の

規定に基づき、令和６年度から令和８年度まで

の各年度分の固定資産税については、法附則第

１８条の３の規定を適用しないこととする。 

 

　（農地に対して課する令和６年度から令和８年

度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１３条　農地に係る令和６年度から令和８年度

までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地

に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地

に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額（当該農地が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３又

は附則第１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける農地であるときは、当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げ

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格に１０分の７を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額（以下「商業地等調

整固定資産税額」という。）とする。 

 

第１２条の２　地方税法等の一部を改正する法律

（令和３年法律第７号）附則第１４条第１項の

規定に基づき、令和３年度から令和５年度まで

の各年度分の固定資産税については、法附則第

１８条の３の規定を適用しないこととする。 

 

　（農地に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１３条　農地に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地

に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地

に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額（当該農地が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３又

は附則第１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける農地であるときは、当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。

以下この条において同じ。）に、当該農地の当
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 る負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる

負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額（以下「農地

調整固定資産税額」という。）を超える場合に

は、当該農地調整固定資産税額とする。 

 

 

 

 

　（市街化区域農地に対して課する平成６年度以

降の各年度分の固定資産税の特例） 

第１３条の２　略 

２及び３　略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３条の３　市街化区域農地に係る令和６年度

該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分

に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じ

て得た額（令和３年度分の固定資産税にあって

は、前年度分の固定資産税の課税標準額）を当

該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「農地調整固定資産税額」という。）

を超える場合には、当該農地調整固定資産税額

とする。 

 

　（市街化区域農地に対して課する平成６年度以

降の各年度分の固定資産税の特例） 

第１３条の２　略 

２及び３　略 

４　令和２年度分の固定資産税について前項にお

いて準用する第１項ただし書の規定の適用を受

けた市街化区域農地に対して課する令和３年度

分の固定資産税の額は、前項の規定により算定

した当該市街化区域農地に係る令和３年度分の

固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る令

和２年度分の固定資産税に係る前項において準

用する第１項ただし書に規定する固定資産税の

課税標準となるべき額を当該市街化区域農地に

係る令和３年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額を超

える場合には、当該固定資産税額とする。 

 

第１３条の３　市街化区域農地に係る令和３年度

 略  略
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 から令和８年度までの各年度分の固定資産税の

額は、前条の規定により算定した当該市街化区

域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当

該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当

該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき価格の３分の１の額に

１００分の５を乗じて得た額を加算した額（当

該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける市街化

区域農地であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域

農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額

（以下「市街化区域農地調整固定資産税額」と

いう。）を超える場合には、当該市街化区域農

地調整固定資産税額とする。 

 

 

２　前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に

係る令和６年度から令和８年度までの各年度分

の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市

街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化

区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき価格の３分の１の額に１０分の

２を乗じて得た額（当該市街化区域農地が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３

又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

から令和５年度までの各年度分の固定資産税の

額は、前条の規定により算定した当該市街化区

域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当

該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当

該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき価格の３分の１の額に

１００分の５を乗じて得た額を加算した額（令

和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分

の固定資産税の課税標準額）（当該市街化区域

農地が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける市街化区域農地であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額（以下「市街

化区域農地調整固定資産税額」という。）を超

える場合には、当該市街化区域農地調整固定資

産税額とする。 

２　前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に

係る令和４年度分及び令和５年度分の市街化区

域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農

地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格の３分の１の額に１０分の２を乗じて

得た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受
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 の適用を受ける市街化区域農地であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額とした場合

における固定資産税額に満たない場合には、同

項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とす

る。 

 

　（免税点の適用に関する特例） 

第１４条　附則第１２条、第１３条、第１３条の

２又は第１３条の３の規定の適用がある各年度

分の固定資産税に限り、第６３条に規定する固

定資産税の課税標準となるべき額は、附則第１

２条、第１３条又は第１３条の３の規定の適用

を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地につ

いてはこれらの規定に規定する当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき額によるものと

し、附則第１３条の２の規定の適用を受ける市

街化区域農地（附則第１３条の３の規定の適用

を受ける市街化区域農地を除く。）については

附則第１３条の２第１項（同条第３項において

準用する場合を含む。）に規定するその年度分

の課税標準となるべき額によるものとする。 

 

 

　（特別土地保有税の課税の特例） 

第１５条　附則第１２条第１項から第５項までの

規定の適用がある宅地等（附則第１１条第２号

に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９条

ける市街化区域農地であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額に満たない場合には、同項の規定に

かかわらず、当該固定資産税額とする。 

 

 

　（免税点の適用に関する特例） 

第１４条　附則第１２条、第１３条、第１３条の

２又は第１３条の３の規定の適用がある各年度

分の固定資産税に限り、第６３条に規定する固

定資産税の課税標準となるべき額は、附則第１

２条、第１３条又は第１３条の３の規定の適用

を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地につ

いてはこれらの規定に規定する当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき額によるものと

し、附則第１３条の２の規定の適用を受ける市

街化区域農地（附則第１３条の３の規定の適用

を受ける市街化区域農地を除く。）については

附則第１３条の２第１項（同条第３項において

準用する場合を含む。）又は第４項に規定する

その年度分の課税標準となるべき額によるもの

とする。 

 

　（特別土地保有税の課税の特例） 

第１５条　附則第１２条第１項から第５項までの

規定の適用がある宅地等（附則第１１条第２号

に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９条
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 の３、第３４９条の３の２又は附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用がある宅地等

を除く。）に対して課する令和６年度から令和

８年度までの各年度分の特別土地保有税につい

ては、第１３７条第１号及び第１４０条の５中

「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産

税に係る附則第１２条第１項から第５項までに

規定する課税標準となるべき額」とする。 

２　法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評

価土地の取得のうち平成１８年１月１日から令

和９年３月３１日までの間にされたものに対し

て課する特別土地保有税については、第１３７

条第２号中「不動産取得税の課税標準となるべ

き価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準

となるべき価格（法附則第１１条の５第１項の

規定の適用がないものとした場合における課税

標準となるべき価格をいう。）に２分の１を乗

じて得た額」とし、「令第５４条の３８第１項

に規定する価格」とあるのは「令第５４条の３

８第１項に規定する価格（法附則第１１条の５

第１項の規定の適用がないものとした場合にお

ける価格をいう。）に２分の１を乗じて得た

額」とする。 

３～５　略 

 

　（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の

課税の特例） 

第１６条の３　略 

の３、第３４９条の３の２又は附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用がある宅地等

を除く。）に対して課する令和３年度から令和

５年度までの各年度分の特別土地保有税につい

ては、第１３７条第１号及び第１４０条の５中

「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産

税に係る附則第１２条第１項から第５項までに

規定する課税標準となるべき額」とする。 

２　法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評

価土地の取得のうち平成１８年１月１日から令

和６年３月３１日までの間にされたものに対し

て課する特別土地保有税については、第１３７

条第２号中「不動産取得税の課税標準となるべ

き価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準

となるべき価格（法附則第１１条の５第１項の

規定の適用がないものとした場合における課税

標準となるべき価格をいう。）に２分の１を乗

じて得た額」とし、「令第５４条の３８第１項

に規定する価格」とあるのは「令第５４条の３

８第１項に規定する価格（法附則第１１条の５

第１項の規定の適用がないものとした場合にお

ける価格をいう。）に２分の１を乗じて得た

額」とする。 

３～５　略 

 

　（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の

課税の特例） 

第１６条の３　略 
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 ２　略 

３　第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

　(1)～(4)　略 

　(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定

の適用については、附則第７条の５第１項及

び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第１６条の３第

１項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。 

 

　（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税

の課税の特例） 

第１６条の４　略 

２　略 

３　第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

　(1)～(4)　略 

　(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定

の適用については、附則第７条の５第１項及

び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第１６条の４第

１項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。 

４　略 

 

　（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第１７条　略 

２　略 

３　第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

　(1)～(4)　略 

 

 

 

 

 

 

 

　（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税

の課税の特例） 

第１６条の４　略 

２　略 

３　第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

　(1)～(4)　略 

 

 

 

 

 

 

４　略 

 

　（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第１７条　略 
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 ２　略 

３　第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

　(1)～(4)　略 

　(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定

の適用については、附則第７条の５第１項及

び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第１７条第１項

の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 

　（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第１８条　略 

２～４　略 

５　第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

　(1)～(4)　略 

　(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定

の適用については、附則第７条の５第１項及

び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第１８条第１項

の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 

　（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市

民税の課税の特例） 

第１９条　略 

２　前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

　(1)～(4)　略 

２　略 

３　第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

　(1)～(4)　略 

 

 

 

 

 

 

　（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第１８条　略 

２～４　略 

５　第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

　(1)～(4)　略 

 

 

 

 

 

 

　（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市

民税の課税の特例） 

第１９条　略 

２　前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

　(1)～(4)　略 
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 　(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定

の適用については、附則第７条の５第１項及

び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第１９条第１項

の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 

　（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税

の課税の特例） 

第２０条　略 

２　前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

　(1)～(4)　略 

　(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定

の適用については、附則第７条の５第１項及

び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第２０条第１項

の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 

　（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第２０条の２　略 

２　前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

　(1)～(4)　略 

　(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定

の適用については、附則第７条の５第１項及

び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第２０条の２第

１項の規定による市民税の所得割の額」とす

 

 

 

 

 

 

　（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税

の課税の特例） 

第２０条　略 

２　前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

　(1)～(4)　略 

 

 

 

 

 

 

　（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第２０条の２　略 

２　前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

　(1)～(4)　略 
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 る。 

３及び４　略 

５　第３項後段の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

　(1)～(4)　略 

　(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定

の適用については、附則第７条の５第１項及

び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第２０条の２第

３項後段の規定による市民税の所得割の額」

とする。 

 

　（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第２０条の３　略 

２　前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

　(1)～(4)　略 

　(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定

の適用については、附則第７条の５第１項及

び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第２０条の３第

１項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。 

３及び４　略 

５　第３項後段の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

(1)～(4)　略 

　(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定

 

３及び４　略 

５　第３項後段の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

　(1)～(4)　略 

 

 

 

 

 

 

 

　（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第２０条の３　略 

２　前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

　(1)～(4)　略 

 

 

 

 

 

 

３及び４　略 

５　第３項後段の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

　(1)～(4)　略 
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　　　附　則 

　（施行期日等） 

第１条　この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２　この条例による改正後の吉川市税条例（以下「新条例」という。）附則第５条の２及

び第６条の規定は、令和６年２月２１日から適用する。 

　（固定資産税に関する経過措置） 

第２条　別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和

６年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和５年度分までの固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

２　令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法等の

一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法

（昭和２５年法律第２２６号。次項及び第４項において「旧法」という。）附則第１

５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税

については、なお従前の例による。 

３　平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法附則第１５条第３

２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する

固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

４　都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）の施行の日か

ら令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５条第３９項に規定する滞

在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。  

 の適用については、附則第７条の５第１項及

び附則第７条の８中「所得割の額」とあるの

は、「所得割の額並びに附則第２０条の３第

３項後段の規定による市民税の所得割の額」

とする。 

６　略 

　

 

 

 

 

 

６　略 

　



38

報告第２号 

　　　専決処分事項の承認について 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、吉川市都市計

画税条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。 

　　令和６年５月３１日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

理由 

　地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）が令和６年３月３０日に公布

されたことに伴い、緊急に吉川市都市計画税条例（平成２０年吉川市条例第３２号）を改

正する必要が生じたため、令和６年３月３０日に吉川市都市計画税条例の一部を改正する

条例を専決処分したものである。 
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　　　　　　専　決　処　分　書 

　次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

　　　吉川市都市計画税条例の一部を改正する条例（別紙） 

　　令和６年３月３０日 

吉川市長　中原恵人　　　　　　 
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　吉川市都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

　　令和６年３月３０日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長 

吉川市条例第１２号 

　　　吉川市都市計画税条例の一部を改正する条例 

　吉川市都市計画税条例（平成２０年吉川市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対応

する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という。）が存

在する場合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動項に対応する移動後項が存在しな

い場合には、当該移動項（以下「削除項」という。）を削り、移動後項に対応する移動項

が存在しない場合には、当該移動後項（以下「追加項」という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び削除項を除く。以下「改正

部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加

項を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正

後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削

り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

 改正後 改正前

  

　　　附　則 

 

１及び２　略 

 

 

 

 

 

 

　（法附則第１５条第３２項の条例で定める割

 

　　　附　則 

 

１及び２　略 

 

（法附則第１５条第３２項の条例で定める割

合） 

３　法附則第１５条第３２項に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

 

　（法附則第１５条第３３項の条例で定める割
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 合） 

３　法附則第１５条第３２項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

 

　（法附則第１５条第３７項の条例で定める割

合） 

４　法附則第１５条第３７項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

 

　（法附則第１５条第３８項の条例で定める割

合） 

５　法附則第１５条第３８項に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

 

　（法附則第１５条第４２項の条例で定める割

合） 

６　法附則第１５条第４２項に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

 

７　略 

 

　（宅地等に対して課する令和６年度から令和８

年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

８　宅地等に係る令和６年度から令和８年度まで

の各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に

係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等

の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都

市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価

合） 

４　法附則第１５条第３３項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

 

　（法附則第１５条第３８項の条例で定める割

合） 

５　法附則第１５条第３８項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

 

 

 

 

 

 

　（法附則第１５条第４３項の条例で定める割

合） 

６　法附則第１５条第４３項に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

 

７　略 

 

　（宅地等に対して課する令和３年度から令和５

年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

８　宅地等に係る令和３年度から令和５年度まで

の各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に

係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等

の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都

市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価
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 格（当該宅地等が当該年度分の都市計画税につ

いて法第７０２条の３の規定の適用を受ける宅

地等であるときは、当該価格に同条に定める率

を乗じて得た額。以下同じ。）に１００分の５

を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等

であるときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額（以下「宅地等調

整都市計画税額」という。）を超える場合に

は、当該宅地等調整都市計画税額とする。 

 

 

 

 

 

９　前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令

和６年度から令和８年度までの各年度分の宅地

等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計

画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の

６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３（第１

８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける商業地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

格（当該宅地等が当該年度分の都市計画税につ

いて法第７０２条の３の規定の適用を受ける宅

地等であるときは、当該価格に同条に定める率

を乗じて得た額。以下同じ。）に１００分の５

（商業地等に係る令和４年度分の都市計画税に

あっては、１００分の２．５）を乗じて得た額

を加算した額（令和３年度分の都市計画税にあ

っては、前年度分の都市計画税の課税標準額）

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は

附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準

となるべき額とした場合における都市計画税額

（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）

を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税

額とする。 

 

９　前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令

和４年度分及び令和５年度分の宅地等調整都市

計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、

当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき価格に１０分の６を乗じて

得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３（第１８項を除

く。）又は附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た
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 じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額を超える場合には、前

項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とす

る。 

 

１０　附則第８項の規定の適用を受ける宅地等に

係る令和６年度から令和８年度までの各年度分

の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整

都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき価格に１０

分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３（第

１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額に満たない場合には、附

則第８項の規定にかかわらず、当該都市計画税

額とする。 

 

１１　商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０．６以上０．７以下のものに係る

令和６年度から令和８年度までの各年度分の都

市計画税の額は、附則第８項の規定にかかわら

ず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に

係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該

商業地等が当該年度分の固定資産税について法

額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る都市計画税額を超える場合には、前項の規定

にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

 

 

１０　附則第８項の規定の適用を受ける宅地等に

係る令和４年度分及び令和５年度分の宅地等調

整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税

額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき価格に１０分の２を乗

じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第１８項を除

く。）又は附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額に満たない場合には、附則第８項

の規定にかかわらず、当該都市計画税額とす

る。 

 

１１　商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０．６以上０．７以下のものに係る

令和３年度から令和５年度までの各年度分の都

市計画税の額は、附則第８項の規定にかかわら

ず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に

係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該

商業地等が当該年度分の固定資産税について法
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 第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは、当該課税標準額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」

という。）とする。 

 

１２　商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０．７を超えるものに係る令和６年

度から令和８年度までの各年度分の都市計画税

の額は、附則第８項の規定にかかわらず、当該

商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３（第１８項を除く。）

又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額（以下「商業地等調整都市計画税額」

という。）とする。 

 

　（農地に対して課する令和６年度から令和８年

度までの各年度分の都市計画税の特例） 

１３　農地に係る令和６年度から令和８年度まで

の各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係

第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは、当該課税標準額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」

という。）とする。 

 

１２　商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０．７を超えるものに係る令和３年

度から令和５年度までの各年度分の都市計画税

の額は、附則第８項の規定にかかわらず、当該

商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３（第１８項を除く。）

又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額（以下「商業地等調整都市計画税額」

という。）とする。 

 

　（農地に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の都市計画税の特例） 

１３　農地に係る令和３年度から令和５年度まで

の各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係
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 る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係

る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都

市計画税の課税標準額（当該農地が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３（第１

８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける農地であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の次

の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同

表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を

当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都市計画

税額（以下「農地調整都市計画税額」とい

う。）を超える場合には、当該農地調整都市計

画税額とする。 

 

 

 

１４　略 

 

１５　市街化区域農地に係る令和６年度から令和

８年度までの各年度分の都市計画税の額は、前

項の規定により市税条例附則第１３条の２の規

定の例により算定した当該市街化区域農地に係

る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区

域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度

分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区

域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標

る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係

る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都

市計画税の課税標準額（当該農地が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３（第１

８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける農地であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額。以下この項において同じ。）

に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げ

る負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる

負担調整率を乗じて得た額（令和３年度分の都

市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の

課税標準額）を当該農地に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額とした場合に

おける都市計画税額（以下「農地調整都市計画

税額」という。）を超える場合には、当該農地

調整都市計画税額とする。 

 

１４　略 

 

１５　市街化区域農地に係る令和３年度から令和

５年度までの各年度分の都市計画税の額は、前

項の規定により市税条例附則第１３条の２の規

定の例により算定した当該市街化区域農地に係

る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区

域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度

分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区

域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標

 略  略



46

 準となるべき価格の３分の２の額に１００分の

５を乗じて得た額を加算した額（当該市街化区

域農地が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける市街化区域農地であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額（以下「市街化区域農地調整都市計

画税額」という。）を超える場合には、当該市

街化区域農地調整都市計画税額とする。 

 

 

 

１６　前項の規定の適用を受ける市街化区域農地

に係る令和６年度から令和８年度までの各年度

分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該

市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街

化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格の３分の２の額に１０分

の２を乗じて得た額（当該市街化区域農地が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける市街化

区域農地であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域

農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準

となるべき額とした場合における都市計画税額

準となるべき価格の３分の２の額に１００分の

５を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分

の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画

税の課税標準額）（当該市街化区域農地が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３

（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第

１５条の３までの規定の適用を受ける市街化区

域農地であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農

地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額

（以下「市街化区域農地調整都市計画税額」と

いう。）を超える場合には、当該市街化区域農

地調整都市計画税額とする。 

 

１６　前項の規定の適用を受ける市街化区域農地

に係る令和４年度分及び令和５年度分の市街化

区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域

農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地

に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格の３分の２の額に１０分の２を乗じ

て得た額（当該市街化区域農地が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３（第１８

項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける市街化区域農地で

あるときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき

額とした場合における都市計画税額に満たない
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 に満たない場合には、前項の規定にかかわら

ず、当該都市計画税額とする。 

 

１７　略 

 

　（用語の意義） 

１８　附則第８項及び第１０項の「宅地等」とは

法附則第１７条第２号に、附則第８項及び第１

１項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」

とは法附則第２５条第６項において読み替えて

準用される法附則第１８条第６項に、附則第９

項、第１１項及び第１２項の「商業地等」とは

法附則第１７条第４号に、附則第１１項から第

１３項までの「負担水準」とは法附則第１７条

第８号ロに、附則第１３項の「農地」とは法附

則第１７条第１号に、同項の「前年度分の都市

計画税の課税標準額」とは法附則第２６条第２

項において読み替えて準用される法附則第１８

条第６項に、附則第１４項から第１６項までの

「市街化区域農地」とは法附則第１９条の２第

１項に、附則第１５項の「前年度分の都市計画

税の課税標準額」とは法附則第２７条の２第３

項において読み替えて準用される法附則第１８

条第６項に規定するところによる。 

 

　（読替規定） 

１９　法附則第１５条第１項、第９項、第１３項

から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２

４項、第２７項、第３１項から第３４項まで、

場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市

計画税額とする。 

 

１７　略 

 

　（用語の意義） 

１８　附則第８項及び第１０項の「宅地等」とは

法附則第１７条第２号に、附則第８項及び第１

１項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」

とは法附則第２５条第６項において読み替えて

準用される法附則第１８条第６項に、附則第８

項、第９項、第１１項及び第１２項の「商業地

等」とは法附則第１７条第４号に、附則第１１

項から第１３項までの「負担水準」とは法附則

第１７条第８号ロに、附則第１３項の「農地」

とは法附則第１７条第１号に、同項の「前年度

分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第２

６条第２項において読み替えて準用される法附

則第１８条第６項に、附則第１４項から第１６

項までの「市街化区域農地」とは法附則第１９

条の２第１項に、附則第１５項の「前年度分の

都市計画税の課税標準額」とは法附則第２７条

の２第３項において読み替えて準用される法附

則第１８条第６項に規定するところによる。 

 

　（読替規定） 

１９　法附則第１５条第１項、第９項、第１３項

から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２

４項、第２７項、第３１項から第３５項まで、
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　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

　（経過措置） 

２　別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の吉川市都市計画税条例の規定

は、令和６年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和５年度分までの都市

計画税については、なお従前の例による。 

３　平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた地方税法等の一部を改

正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５

年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則第１５条第３２項に規定す

る政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対

して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

 第３７項、第３８項、第４２項若しくは第４５

項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第

６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画

税に限り、第２条第２項中「又は第３３項」と

あるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条

から第１５条の３まで若しくは第６３条」とす

る。 

 

　（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対

して課する都市計画税に関する経過措置） 

２０　地方税法等の一部を改正する法律（令和６

年法律第４号）附則第２１条第１項の規定に基

づき、令和６年度から令和８年度までの各年度

分の都市計画税については、法附則第２５条の

３の規定を適用しないこととする。 

第３８項、第３９項、第４３項若しくは第４６

項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第

６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画

税に限り、第２条第２項中「又は第３３項」と

あるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条

から第１５条の３まで若しくは第６３条」とす

る。 

 

　（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対

して課する都市計画税に関する経過措置） 

２０　地方税法等の一部を改正する法律（令和３

年法律第７号）附則第１４条第１項の規定に基

づき、令和３年度から令和５年度までの各年度

分の都市計画税については、法附則第２５条の

３の規定を適用しないこととする。 
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４　都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）の施行の日か

ら令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５条第３９項に規定する滞

在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、

なお従前の例による。 
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報告第３号 

　　　専決処分事項の承認について 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、吉川市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定により報告し、承認を求める。 

　　令和６年５月３１日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

理由 

　地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）が令和６年３月３０日に公布

されたことに伴い、緊急に吉川市国民健康保険税条例（昭和３０年吉川町条例第１４号）

を改正する必要が生じたため、令和６年３月３０日に吉川市国民健康保険税条例の一部を

改正する条例を専決処分したものである。 
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　　　　　　専　決　処　分　書 

　次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

　　　吉川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（別紙） 

　　令和６年３月３０日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長　中原恵人　　　　　　 
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吉川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

　令和６年３月３０日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長 

吉川市条例第１３号 

　　　吉川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

　吉川市国民健康保険税条例（昭和３０年吉川町条例第１４号）の一部を次のように改正

する。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部

分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

 改正後 改正前

  

　（課税額） 

第２条　略 

２　略 

３　第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額及び被保険者均等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が２４０，

０００円を超える場合においては、後期高齢者

支援金等課税額は、２４０，０００円とする。 

４　略 

 

　（国民健康保険税の減額） 

第２２条　市は、法第７０３条の５第１項の規定

により、次の各号に掲げる国民健康保険税の納

税義務者に対して課する国民健康保険税の課税

額を第２条第２項本文の基礎課税額から次の各

 

　（課税額） 

第２条　略 

２　略 

３　第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額及び被保険者均等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が２２０，

０００円を超える場合においては、後期高齢者

支援金等課税額は、２２０，０００円とする。 

４　略　 

 

　（国民健康保険税の減額） 

第２２条　市は、法第７０３条の５第１項の規定

により、次の各号に掲げる国民健康保険税の納

税義務者に対して課する国民健康保険税の課税

額を第２条第２項本文の基礎課税額から次の各
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　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

　（適用区分）　 

２　改正後の吉川市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年度分の国民健康保

険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 

 

 号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分

に応じ当該各号アに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が６５０，０００円を超

える場合には、６５０，０００円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額から次の各

号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分

に応じ当該各号イに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が２４０，０００円を超

える場合には、２４０，０００円）及び同条第

４項本文の介護納付金課税額から次の各号に掲

げる国民健康保険税の納税義務者の区分に応じ

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が１７０，０００円を超える場

合には、１７０，０００円）の合算額とする。 

　(1)～(3)　略 

２及び３　略 

号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分

に応じ当該各号アに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が６５０，０００円を超

える場合には、６５０，０００円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額から次の各

号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分

に応じ当該各号イに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が２２０，０００円を超

える場合には、２２０，０００円）及び同条第

４項本文の介護納付金課税額から次の各号に掲

げる国民健康保険税の納税義務者の区分に応じ

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が１７０，０００円を超える場

合には、１７０，０００円）の合算額とする。 

　(1)～(3)　略 

２及び３　略
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報告第４号 

　　　専決処分事項の承認について 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和６年度吉

川市一般会計補正予算（第１号）について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求める。 

　　令和６年５月３１日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長　中原恵人　　 

理由 

　国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を受け、物価高により厳しい状況にある

生活者への支援を迅速に行うため、定額減税補足給付金給付事業等の事務費について緊急

に予算措置する必要が生じたため、令和６年度吉川市一般会計補正予算（第１号）を専決

処分したものである。 
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　　　　　　専　決　処　分　書 

　次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

　　　令和６年度吉川市一般会計補正予算（第１号）（別紙） 

　　令和６年５月７日 

吉川市長　中原恵人　　　　　　 

 

 



56
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別紙 

　　　令和６年度吉川市一般会計補正予算（第１号） 

　令和６年度吉川市一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

　（歳入歳出予算の補正） 

第１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４３，１３３千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７，８２１，１３３千円とする。 

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 
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 第１表　歳入歳出予算補正

 歳　入 (単位　千円)

15. 国庫支出金 4,923,412 43,133 4,966,545

2. 国庫補助金 654,788 43,133 697,921

27,778,000 43,133 27,821,133

款 項 補正前の額 補 正 額 計

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計
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 歳　出 (単位　千円)

2. 総務費 2,421,634 24,996 2,446,630

1. 総務管理費 1,712,645 24,996 1,737,641

3. 民生費 11,763,638 18,137 11,781,775

1. 社会福祉費 4,336,336 18,137 4,354,473

27,778,000 43,133 27,821,133

款 項 補正前の額 補 正 額 計

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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 １　総　括

 歳　入 （単位　千円）

15. 国庫支出金 4,923,412 43,133 4,966,545

27,778,000 43,133 27,821,133歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計
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2. 総務費 2,421,634 24,996 2,446,630

3. 民生費 11,763,638 18,137 11,781,775

27,778,000 43,133 27,821,133歳　　　出　　　合　　　計

 歳　出

款 補正前の額 補　正　額 計
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（単位　千円）

24,996

18,137

43,133

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　　　　　定　　　　　財　　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他
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２　歳　入

(款)15.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金

 1. 総務費国庫補助金 366,625 43,133 409,758

654,788 43,133 697,921計

目 補正前の額 補　正　額 計
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  （単位　千円）

 1. 総務費補助金 43,133 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 43,133

節
説　　　　　　明

区　　分 金　　額
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３　歳　出

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

15. 定額減税補 0 24,996 24,996 24,996

足給付金事 国 (24,996)

業費

1,712,645 24,996 1,737,641 24,996

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費

 1. 社会福祉総 458,227 18,137 476,364 18,137

務費 国 (18,137)

4,336,336 18,137 4,354,473 18,137

計

計

特　定　財　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳
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（単位　千円）

 1. 報酬 1,989 10.定額減税補足給付金給付事業 24,996

 3. 職員手当等 2,000    1 報酬 1,989

 8. 旅費 90 　　　一般事務報酬 1,989

10. 需用費 629    3 職員手当等 2,000

11. 役務費 5,548 　　　時間外勤務手当 2,000

12. 委託料 14,740    8 旅費 90

　　　費用弁償 90

  10 需用費 629

　　　消耗品費 200

　　　印刷製本費 429

  11 役務費 5,548

　　　通信運搬費 4,040

　　　手数料 1,508

  12 委託料 14,740

　　　システム導入等委託料 14,740

 3. 職員手当等 1,250 50.非課税化世帯支援給付金給付事業 14,955

10. 需用費 352    3 職員手当等 1,250

11. 役務費 755 　　　時間外勤務手当 1,250

12. 委託料 15,730   10 需用費 173

13. 使用料及び賃 50 　　　消耗品費 173

借料   11 役務費 502

　　　通信運搬費 326

　　　手数料 176

  12 委託料 12,980

　　　システム導入等委託料 12,980

  13 使用料及び賃借料 50

　　　複写機使用料 50

60.均等割のみ課税化世帯支援給付金給付事業 3,182

  10 需用費 179

　　　消耗品費 179

  11 役務費 253

　　　通信運搬費 146

　　　手数料 107

  12 委託料 2,750

　　　事務委託料 2,750

 3.民生費

説　　   明
区　　分 金   額

節
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１．一　般　職

（１）　総　　　括 （単位　千円）

報　　酬 給　　料 職員手当 計

419人
(391人)

419人
(388人)

0人
(3人)

※（　　）内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

0

0

3,250

0

32,808

432,008

225,583

0

040,339

勤 勉 手 当

時 間 外 勤 務 手 当

0

0

2,711

355,891

2,711

222,333

355,891

補 正 前

30,582

93,622

補 正 後

30,582

管 理 職 手 当

1,989 0

特 殊 勤 務 手 当

48,360

区 分

扶 養 手 当

地 域 手 当

通 勤 手 当

住 居 手 当

期 末 手 当

区 分 職 員 数

給 与 費

備　　考合　　計共 済 費

補 正 後 440,729

補 正 前 438,740 1,529,789

1,529,789

5,239

3,233,311 601,416 3,834,727

1,259,543 3,228,072 601,416

1,262,793

比 較

432,008

比 較

32,808

40,339

0

5,239 0

給 与 費 明 細 書

管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 889 889 0

48,360

3,829,488

3,250

93,622



69

  

　ア　会計年度任用職員以外の職員 （単位　千円）

報　　酬 給　　料 職員手当 計

402人
(2人)

402人
(2人)

0人
(0人)

※（　　）内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

特 殊 勤 務 手 当 2,711 2,711 0

勤 勉 手 当 270,906 270,906 0

時 間 外 勤 務 手 当 224,305 221,055 3,250

住 居 手 当 40,339 40,339 0

期 末 手 当 330,447 330,447 0

管 理 職 手 当 48,360 48,360 0

通 勤 手 当 31,295 31,295 0

扶 養 手 当 30,582 30,582 0

地 域 手 当 88,852 88,852 0

3,250

区 分 補 正 後 補 正 前 比 較

比 較 0 0 3,250 3,250 0

3,023,846

補 正 前 1,450,070 1,065,436 2,515,506 505,090 3,020,596

補 正 後 1,450,070 1,068,686 2,518,756 505,090

管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 889 889 0

区 分 職 員 数

給 与 費

共 済 費 合　　計 備　　考
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　イ　会計年度任用職員 （単位　千円）

報　　酬 給　　料 職員手当 計

17人
(389人)

17人
(386人)

0人
(3人)

※（　　）内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

（２）　職員手当の増減額の明細

区　　分 増減額

千円

職 員 手 当 3,250 制度改正に

伴う増減分

その他の 3,250 〇会計年度任用職員以外の職員 3,250

増減分 〇会計年度任用職員 0

増減事由別内訳 説 明 備 考

特 殊 勤 務 手 当 0

時 間 外 勤 務 手 当 1,278 1,278 0

期 末 手 当 101,561 101,561 0

勤 勉 手 当 84,985

通 勤 手 当 1,513 1,513 0

地 域 手 当 4,770 4,770 0

1,989

区 分 補 正 後 補 正 前 比 較

比 較 1,989 0 0 1,989 0

810,881

補 正 前 438,740 79,719 194,107 712,566 96,326

補 正 後 440,729 79,719 194,107 714,555 96,326

84,985 0

区 分 職 員 数

給 与 費

共 済 費 合　　計 備　　考

808,892
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報告第５号 

　　　専決処分事項の承認について 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、控訴の提起に

ついて、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

令和６年５月３１日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長　中原恵人　　 

理由 

　さいたま地方裁判所令和３年（行ウ）第４２号行政処分義務付等請求事件の判決に一部

不服のため、控訴期限である令和６年５月２４日までに控訴する必要があることから、令

和６年５月２０日に控訴の提起について専決処分したものである。 
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専　決　処　分　書 

次のとおり控訴を提起することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、専決処分する。 

１　相手方　　住所　○○○○○○○ 

　　　　　　　氏名　○○○○○○○ 

２　第１審事件名　　さいたま地方裁判所令和３年（行ウ）第４２号行政処分義務付等請

求事件 

３　事件要旨及び判決の内容 

(1) 事件要旨 

令和３年９月３日付けで○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○原告から、重度訪問介護の支給量を１か月７０４時間とする介護給付

費支給決定の義務付け、損害賠償請求として私費介護費用の支払、支給量不足によ

る精神的損害に対する慰謝料及び職員の発言に対する慰謝料の支払等を求め、訴え

の提起があり、令和６年５月８日に判決言渡しがあった。 

　(2) 判決の内容 

　　ア(ｱ) 処分行政庁が令和２年６月１９日付けで原告に対してした重度訪問介護の支給

量を１か月４１３時間とする障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく介護給付費支給決定の変更決定について上記支給量を１か月

７０４時間とする決定の義務付けを求める訴えのうち、上記支給量を１か月６０

５．５時間を超える時間とする決定の義務付けを求める部分を却下する。 

(ｲ) 前記(ｱ)の変更決定のうち、上記支給量につき１か月４１３時間を超えて６０　　　

５．５時間に達するまでの部分を支給量として算定しないものとした部分を取

り消す。 

(ｳ) 処分行政庁は、原告に対し、前記(ｱ)の変更決定に係る重度訪問介護の支給量

を１か月６０５．５時間を下回らない時間とする決定をせよ。 

イ(ｱ) 処分行政庁が令和２年８月３１日付けで原告に対してした重度訪問介護の支給

量を１か月４１３時間とする障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に基づく介護給付費支給決定の変更決定について上記支給量を１

か月７０４時間とする決定の義務付けを求める訴えのうち、上記支給量を１か
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月６０５．５時間を超える時間とする決定の義務付けを求める部分を却下する。 

(ｲ) 前記(ｱ)の変更決定のうち、上記支給量につき１か月４１３時間を超えて６０

５．５時間に達するまでの部分を支給量として算定しないものとした部分を取

り消す。 

(ｳ) 処分行政庁は、原告に対し、前記(ｱ)の変更決定に係る重度訪問介護の支給量

を１か月６０５．５時間を下回らない時間とする決定をせよ。 

ウ(ｱ) 被告は、原告に対し、１，３３７，４５５円及びこれに対する令和３年１１月

１６日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。 

(ｲ) 被告は、原告に対し、５０，０００円及びこれに対する令和３年１１月１６日

から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

エ　原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

オ　訴訟費用は、これを３分し、その２を原告の負担とし、その余を被告の負担とす

る。 

４　控訴の趣旨 

　(1) ３(2)ア(ｱ)から(ｳ)まで、イ(ｱ)から(ｳ)まで及びウ(ｱ)に関する控訴人敗訴の部分を

取り消す。 

　(2) 前記(1)の部分につき、被控訴人の請求をいずれも棄却する。 

(3) 訴訟費用は、第１審、第２審とも被控訴人の負担とする。 

　　との判決を求める。 

５　事件に関する取扱い 

(1) 代理人弁護士を選任し、訴訟を遂行する。 

(2) 判決の結果、必要がある場合は、上訴するものとする。 

令和６年５月２０日 

吉川市長　中原恵人　　 
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第３１号議案 

　　　吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

　吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年吉川市

条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「追加条」という。）を加え

る。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部

分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条の表示及び追加条を除く。）に

改める。 

 

 改正後 改正前

  

　（職員） 

第３２条　略 

２　保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める数の合計数に１を加えた

数以上とする。 

　(1)及び(2)　略 

　(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童　おおむ

ね１５人につき１人（法第６条の３第１０項

第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

　(4) 満４歳以上の児童　おおむね２５人につき

１人 

３　略 

 

　（職員） 

第３４条　略 

 

　（職員） 

第３２条　略 

２　保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める数の合計数に１を加えた

数以上とする。 

　(1)及び(2)　略 

　(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童　おおむ

ね２０人につき１人（法第６条の３第１０項

第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

　(4) 満４歳以上の児童　おおむね３０人につき

１人 

３　略 

 

　（職員） 

第３４条　略 



75

 ２　保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児

の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に

１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保

育士とする。 

　(1)及び(2)　略 

　(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童　おおむ

ね１５人につき１人（法第６条の３第１０項

第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

　(4) 満４歳以上の児童　おおむね２５人につき

１人 

３　略 

 

　（保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第４７条　略 

２　保育士の数は、次の各号に掲げる利用乳幼児

の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以

上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業

所１か所につき２人を下回ることはできない。 

　(1)及び(2)　略 

　(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童　おおむ

ね１５人につき１人（法第６条の３第１２項

第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

　(4) 満４歳以上の児童　おおむね２５人につき

１人 

３　略 

 

　（小規模型事業所内保育事業所の職員） 

２　保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児

の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に

１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保

育士とする。 

　(1)及び(2)　略 

　(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童　おおむ

ね２０人につき１人（法第６条の３第１０項

第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

　(4) 満４歳以上の児童　おおむね３０人につき

１人 

３　略 

 

　（保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第４７条　略 

２　保育士の数は、次の各号に掲げる利用乳幼児

の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以

上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業

所１か所につき２人を下回ることはできない。 

　(1)及び(2)　略 

　(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童　おおむ

ね２０人につき１人（法第６条の３第１２項

第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

　(4) 満４歳以上の児童　おおむね３０人につき

１人 

３　略 

 

　（小規模型事業所内保育事業所の職員） 
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 第５０条　略 

２　保育従事者の数は、次の各号に掲げる利用乳

幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計

数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上

は保育士とする。 

　(1)及び(2)　略 

　(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童　おおむ

ね１５人につき１人（法第６条の３第１２項

第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

　(4) 満４歳以上の児童　おおむね２５人につき

１人 

３　略 

 

　　　附　則 

 

　（小規模保育事業所Ｃ型の利用定員に関する経

過措置） 

第５条　略 

 

　（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内

保育事業所の職員配置に係る特例） 

第６条　保育の需要に応ずるに足りる保育所、認

定こども園（子ども・子育て支援法第２７条第

１項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的

保育事業等が不足していることに鑑み、当分の

間、第３２条第２項各号又は第４７条第２項各

号に定める数の合計数が１となるときは、第３

２条第２項又は第４７条第２項に規定する保育

第５０条　略 

２　保育従事者の数は、次の各号に掲げる利用乳

幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計

数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上

は保育士とする。 

　(1)及び(2)　略 

　(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童　おおむ

ね２０人につき１人（法第６条の３第１２項

第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

　(4) 満４歳以上の児童　おおむね３０人につき

１人 

３　略 

 

　　　附　則 

 

　（小規模保育事業所Ｃ型の利用定員に関する経

過措置） 

第５条　略 
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 士の数は１人以上とすることができる。ただ

し、配置される保育士の数が１人となるとき

は、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識

及び経験を有すると市長が認める者を置かなけ

ればならない。 

 

第７条　前条の事情に鑑み、当分の間、第３２条

第２項又は第４７条第２項に規定する保育士の

数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学

校教諭又は養護教諭の普通免許状（教育職員免

許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条第２

項に規定する普通免許状をいう。）を有する者

を、保育士とみなすことができる。 

 

第８条　附則第６条の事情に鑑み、当分の間、１

日につき８時間を超えて開所する小規模保育事

業所Ａ型又は保育所型事業所内保育事業所（以

下この条において「小規模保育事業所Ａ型等」

という。）において、開所時間を通じて必要と

なる保育士の総数が当該小規模保育事業所Ａ型

等に係る利用定員の総数に応じて置かなければ

ならない保育士の数を超えるときは、第３２条

第２項又は第４７条第２項に規定する保育士の

数の算定については、保育士と同等の知識及び

経験を有すると市長が認める者を、開所時間を

通じて必要となる保育士の総数から利用定員の

総数に応じて置かなければならない保育士の数

を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなす

ことができる。 
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　　　附　則 

　（施行期日） 

第１条　この条例は、公布の日から施行する。 

　（経過措置） 

第２条　保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれが

あるときは、当分の間、この条例による改正後の吉川市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例第３２条第２項、第３４条第２項、第４７条第２項及

び第５０条第２項の規定は、適用しない。この場合において、この条例による改正前

の吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第３２条第２項、

第３４条第２項、第４７条第２項及び第５０条第２項の規定は、この条例の施行の日

以後においても、なおその効力を有する。 

　　令和６年５月３１日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）の

一部改正に伴い、保育所等における満３歳以上児の職員配置の最低基準について見直しを

行うとともに、小規模保育事業所Ａ型等における保育士の配置について特例を設けたいの

で、この案を提出するものである。  

  

第９条　前２条の規定を適用するときは、保育士

（法第１８条の１８第１項の登録を受けた者を

いい、第３２条第３項若しくは第４７条第３項

又は前２条の規定により保育士とみなされる者

を除く。）を、保育士の数（前２条の規定の適

用がないとした場合の第３２条第２項又は第４

７条第２項により算定されるものをいう。）の

３分の２以上、置かなければならない。 
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第３２号議案 

　　　吉川市税条例の一部を改正する条例 

　吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「削除条」という。）を削る。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示及び削除条を除く。）を同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

 改正後 改正前

  

第５６条　法第３４８条第２項第９号、第９号の

２若しくは第１２号の固定資産又は同項第１６

号の固定資産（独立行政法人労働者健康安全機

構が設置する医療関係者の養成所において直接

教育の用に供するものに限る。）について同項

本文の規定の適用を受けようとする者は、土地

については第１号及び第２号に、家屋について

は第３号及び第４号に、償却資産については第

５号及び第６号に掲げる事項を記載した申告書

を当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若し

くは私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）

第１５２条第５項の法人、公益社団法人若しく

は公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法

人で幼稚園を設置するもの、医療法（昭和２３

年法律第２０５号）第３１条の公的医療機関の

開設者、令第４９条の１０第１項に規定する医

療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、

一般社団法人（非営利型法人（法人税法第２条

第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以

下この条のおいて同じ。）に該当するものに限

 

第５６条　法第３４８条第２項第９号、第９号の

２若しくは第１２号の固定資産又は同項第１６

号の固定資産（独立行政法人労働者健康安全機

構が設置する医療関係者の養成所において直接

教育の用に供するものに限る。）について同項

本文の規定の適用を受けようとする者は、土地

については第１号及び第２号に、家屋について

は第３号及び第４号に、償却資産については第

５号及び第６号に掲げる事項を記載した申告書

を当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若し

くは私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）

第６４条第４項の法人、公益社団法人若しくは

公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人

で幼稚園を設置するもの、医療法（昭和２３年

法律第２０５号）第３１条の公的医療機関の開

設者、令第４９条の１０第１項に規定する医療

法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一

般社団法人（非営利型法人（法人税法第２条第

９号の２に規定する非営利型法人をいう。以下

この条のおいて同じ。）に該当するものに限
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 る。）若しくは一般財団法人（非営利型法人に

該当するものに限る。）社会福祉法人、独立行

政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若し

くは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共

済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看

護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助

産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業

療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人

若しくは公益財団法人で図書館を設置するも

の、公益社団法人、公益財団法人若しくは宗教

法人で博物館法（昭和２６年法律第２８５号）

第２条第１項の博物館を設置するもの又は公益

社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を

目的とするもの（以下この条において「学校法

人等」という。）の所有に属しないものである

場合においては当該土地、家屋又は償却資産を

当該学校法人等に無料で使用させていることを

証明する書面を添付して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

　(1)～(6)　略 

 

　　　附　則 

 

 

る。）若しくは一般財団法人（非営利型法人に

該当するものに限る。）社会福祉法人、独立行

政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若し

くは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共

済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看

護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助

産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業

療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人

若しくは公益財団法人で図書館を設置するも

の、公益社団法人、公益財団法人若しくは宗教

法人で博物館法（昭和２６年法律第２８５号）

第２条第１項の博物館を設置するもの又は公益

社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を

目的とするもの（以下この条において「学校法

人等」という。）の所有に属しないものである

場合においては当該土地、家屋又は償却資産を

当該学校法人等に無料で使用させていることを

証明する書面を添付して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

　(1)～(6)　略 

 

　　　附　則 

 

　（公益法人等に係る市民税の課税の特例） 

第４条の２　当分の間、租税特別措置法第４０条

第３項後段（同条第６項から第１０項まで及び

第１１項（同条第１２項において準用する場合

を含む。以下この条において同じ。）の規定に

よりみなして適用する場合を含む。）の規定の
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　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５６条の改正は、令和７年４月１日か

ら施行する。 

　　令和６年５月３１日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正等に伴い、所要の改正をしたいので、

この案を提出するものである。 

 

 

 適用を受けた同法第４０条第３項に規定する公

益法人等（同条第６項から第１１項までの規定

により特定贈与等に係る公益法人等とみなされ

る法人を含む。）を同条第３項に規定する贈与

又は遺贈を行った個人とみなして、令附則第３

条の２の３第２項で定めるところにより、これ

に租税特別措置法第４０条第３項に規定する財

産（同条第６項から第１１項までの規定により

特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含

む。）に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額

又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課す

る。 

　



82

第３３号議案 

　　　財産の取得について 

　次のとおり財産を取得することについて議決を求める。 

１　取得する財産　　大型エンジンポンプ 

２　納 入 場 所　　新方川左岸 

３　納 期 限　　令和７年３月３１日 

４　取 得 金 額　　５１，７００，０００円 

５　契約の相手方　　住　　　　所　埼玉県さいたま市浦和区岸町７丁目１番４号 

　　　　　　　　　　氏名又は名称　荏原実業株式会社関東支社 

　　　　　　　　　　代表者職氏名　支社長　柳本将道 

　　令和６年５月３１日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長　中原恵人 

提案理由 

　水防用備品として大型エンジンポンプを取得したいので、吉川市議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第６号）第３条の規定

により、この案を提出するものである。 
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第３４号議案 

　　　工事請負契約の締結について 

　次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１　工 事 名　　吉川市総合体育館長寿命化改修工事（建築） 

２　工事場所　　吉川市上笹塚一丁目５８番地１ 

３　工　　期　　契約締結日から令和７年３月２１日まで 

４　請負金額　　３９９，９６０，０００円 

５　受 注 者　　住　　　　所　埼玉県さいたま市浦和区常盤１０丁目１６番２３号  

　　　　　　　　氏名又は名称　株式会社田中工務店 

　　　　　　　　代表者職氏名　代表取締役社長　田中一成 

　　令和６年５月３１日提出 

吉川市長　中原恵人　 

提案理由 

　吉川市総合体育館長寿命化改修工事（建築）の請負契約を締結したいので、吉川市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第６

号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第３５号議案 

　　　工事請負契約の締結について 

　次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１　工 事 名　　吉川市総合体育館長寿命化改修工事（機械設備） 

２　工事場所　　吉川市上笹塚一丁目５８番地１ 

３　工　　期　　契約締結日から令和７年３月２１日まで 

４　請負金額　　１８５，５０２，９００円 

５　受 注 者　　住　　　　所　埼玉県越谷市大字大道４７８番地 

　　　　　　　　氏名又は名称　株式会社協和設備 

　　　　　　　　代表者職氏名　代表取締役　清水一郎 

　　令和６年５月３１日提出 

吉川市長　中原恵人 

提案理由 

　吉川市総合体育館長寿命化改修工事（機械設備）の請負契約を締結したいので、吉川市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例

第６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第３６号議案 

　　　固定資産評価員の選任について 

　固定資産評価員に次の者を選任することについて同意を求める。 

住　　所　○○○○○○○ 

氏　　名　中野勝 

生年月日　○○○○○○○ 

　　令和６年５月３１日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長　中原恵人 

提案理由 

固定資産評価員の櫻井敬雄前総務部課税課長が令和６年４月１日付けで人事異動したた

め、その後任者を選任することについて同意を得たいので、地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第４０４条第２項の規定により、この案を提出するものである。 
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経　歴　書 

 

氏　　名　中野勝 

生年月日　○○○○○○○ 

住　　所　○○○○○○○ 

略　　歴 

　平成　７年　４月　　　　吉川町役場入庁 

 

　令和　４年　４月から 

　　　　　　　　　　　　　こども福祉部障がい福祉課課長補佐兼障がい福祉係長 

　令和　６年　３月まで 

 

　令和　６年　４月から 

　　　　　　　　　　　　　総務部課税課長 

　現在に至る 
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諮問第１号 

　　　人権擁護委員の推薦について 

　人権擁護委員として次の者を推薦したいので意見を求める。 

　　　住　　所　○○○○○○○ 

　　　氏　　名　岡田明子 

　　　生年月日　○○○○○○○ 

　　令和６年５月３１日提出 

吉川市長　中原恵人 

提案理由 

人権擁護委員の岡田明子氏が令和６年９月３０日をもって任期満了となるため、再度

法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項

の規定により、この案を提出するものである。 
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経　歴　書 

氏　　名　岡田明子 

生年月日　○○○○○○○ 

住　　所　○○○○○○○ 

最終学歴　○○○○○○○ 

経　　歴　 

昭和５４年　４月から 

　　　　　　　　　　　　　三郷市立新和小学校勤務 

　昭和６０年　３月まで 

 

　昭和６０年　４月から 

　　　　　　　　　　　　　吉川町立南中学校勤務 

　平成　７年　３月まで 

　　　　　　　　　　　　　 

　平成　７年　４月から 

　　　　　　　　　　　　　吉川町立中央中学校勤務 

　平成　８年　３月まで 

　　　　　　　　　　　　　 

平成　８年　４月から 

　　　　　　　　　　　　　吉川市立中央中学校勤務 

　平成１１年　３月まで 

 

　平成１１年　４月から 

　　　　　　　　　　　　　八潮市立八潮中学校勤務 

　平成１４年　３月まで 

　　　　　　　　　　　　　 

　平成１４年　４月から 

　　　　　　　　　　　　　吉川市立吉川小学校勤務 

　平成２２年　３月まで 

 

　平成１５年　４月から 

　　　　　　　　　　　　　吉川市スポーツ推進委員 

　現在に至る 

 

　平成２２年　４月から 

　　　　　　　　　　　　　吉川市立中曽根小学校勤務 

　平成２８年　３月まで 

　　　 

　平成２８年　４月から　　 

　　　　　　　　　　　　　吉川市小・中学校学力向上支援員 

令和　３年　２月まで　 
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平成２９年 ４月から　　 

○○○○○○○ 

現在に至る 

 

平成２９年　９月から　　 

　　　　　　　　　　　　　吉川市立中央中学校非常勤講師 

平成３０年　２月まで　 

 

令和　元年　９月から　　 

　　　　　　　　　　　　　吉川市立美南小学校非常勤講師 

令和　２年　２月まで　 

 

　令和　３年１０月から 

　　　　　　　　　　　　　吉川市人権擁護委員 

　現在に至る 

　 

令和　５年 ４月から　　 

○○○○○○○ 

　現在に至る 
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第３８号議案 

　　　工事請負契約の締結について 

　次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１　工 事 名　　小中学校１０校体育館空調設備設置工事 

２　工事場所　　吉川市大字平沼７３番地他９箇所 

３　工　　期　　契約締結日から令和７年７月３１日まで 

４　請負金額　　７７９，９００，０００円 

５　受 注 者　　住　　　　所　埼玉県越谷市大沢三丁目２８番地１１ 

　　　　　　　　氏名又は名称　ナカノヤ・立澤特定建設工事共同企業体 

　　　　　　　　代表者職氏名　代表取締役　小林孝裕 

　　令和６年５月３１日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　小中学校１０校体育館空調設備設置工事の請負契約を締結したいので、吉川市議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第６号）

第２条の規定により、この案を提出するものである。


